
  

別
紙
７ 

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養

患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九
十
五
号

 
令
和
六
年
六
月
一
日
適
用

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
一
条 
健
康
保
険
法

大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号

第
六
十
三
条
第
二
項

第
三
号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

昭
和
五
十
七
年
法
律

第
八
十
号

以
下

高
齢
者
医
療
確
保
法

と
い
う

第
六
十
四
条
第
二

項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

 

第
一
条 

健
康
保
険
法

大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号

第
六
十
三
条
第
二
項

第
三
号
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

昭
和
五
十
七
年
法
律

第
八
十
号

以
下

高
齢
者
医
療
確
保
法

と
い
う

第
六
十
四
条
第
二

項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

 

一

四 

略

 

一

四 

略

 

五 

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三

条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し

た
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く

の
使
用
又
は
支
給

別
に
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局

に
お
い
て
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
以
内

当
該
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
活
用
す
る
技
術
の
評
価
に
当

た

て

当
該
技
術
と
類
似
す
る
他
の
技
術
の
評
価

当
該
医
療
機
器
又

は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
用
い
た
医
療
の
提
供
の
方
法
そ
の
他
の
当
該
医

療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
活
用
す
る
技
術
に
関
連
す
る
事
項
と

一
体
的
な
検
討
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
技
術

以
下

評
価
に
当
た

て

他
の
事
項
と
一
体
的
な
検
討
を
要
す
る
技
術

と
い
う

を
活
用
し
た

医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
使
用
又
は
支
給
に
あ

て
は

保

険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内

に
行
わ
れ
る
も
の
に

限
り

第
八
号
に
掲
げ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
使
用
又
は
支
給
を
除

く

 

五 

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三

条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し

た
当
該
承
認
に
係
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品

別
に
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く

の
使
用
又
は
支
給

別
に
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局

に
お
い
て
保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
以
内
に

行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

 

五
の
二 

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二

十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売

し
た
当
該
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
を
除
く

の
使
用
又
は
支
給

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

五
の
二 
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項
又
は
第
二

十
三
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売

し
た
当
該
承
認
に
係
る
再
生
医
療
等
製
品

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の
を
除
く

の
使
用
又
は
支
給

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
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施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険

適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
以
内

評
価
に
当
た

て
他
の
事
項
と
一
体
的
な
検
討
を
要
す
る
技
術
を
活
用
し
た
再
生
医
療
等

製
品
の
使
用
又
は
支
給
に
あ

て
は

保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起

算
し
て
二
年
以
内

に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

 

施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て
保
険

適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
以
内
に
行
わ
れ
る
も
の

に
限
る

 
 
六

七
の
二 

略

 

六

七
の
二 

略

 

八 

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三

条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し

た
当
該
承
認
に
係
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
使
用
又
は
支
給

次
の
各

号
に
掲
げ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
区
分
に
応
じ

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
掲
げ
る
条
件
及
び
期
間
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

 

新
設

 

イ 

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第

二
十
三
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認

医
薬
品
医
療
機

器
等
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
十
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
後
に

改
め
て
承
認
を
受
け
る

場
合

使
用
目
的

効
果
又
は
使
用
方
法
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
限
る

に
お
け
る
当
該
承
認
に
限
る

以
下

医
療
機
器
承
認

と
い
う

又
は
同
法
第
二
十
三
条
の
二
の
五
第
十
五
項

第
二
十
三
条
の
二

の
十
七
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

承
認
を
受
け
た
事
項
の
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

使
用
目
的

効
果
又
は
使
用
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る

に
お

け
る
承
認

以
下

医
療
機
器
一
部
変
更
承
認

と
い
う

を
受
け

よ
う
と
す
る

又
は
受
け
た
者
が
製
造
販
売
し
た
当
該
医
療
機
器
承
認

若
し
く
は
医
療
機
器
一
部
変
更
承
認
に
係
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器

保
険
適
用
を
希
望
す
る
も
の
に
限
る

で
あ

て

評
価
療
養
と
し

て
そ
の
使
用
又
は
支
給
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の 

⑴
の
条
件
及
び
⑵
の
期
間 

 

⑴ 

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
に
適
合
す
る
病
院
若
し

く
は
診
療
所
又
は
薬
局
に
お
い
て

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

条
件 

 

⑵ 

保
険
適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
が
経
過
す
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る
ま
で
の
間

評
価
に
当
た

て
他
の
事
項
と
一
体
的
な
検
討
を
要

す
る
技
術
を
活
用
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
に
あ

て
は

保
険

適
用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間

で
あ

て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間 

ロ 

現
に
保
険
適
用
さ
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
の
う
ち

使
用

成
績
を
踏
ま
え
た
再
評
価

当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
に
お
け
る
保

険
適
用
さ
れ
て
い
な
い
範
囲
に
お
け
る
使
用
又
は
支
給
に
係
る
有
効
性

に
関
す
る
も
の
に
限
る

に
係
る
申
請
を
行
い

又
は
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ

て

評
価
療
養
と
し
て
そ
の
使
用
又
は
支
給
を
行
う
こ

と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

も
の 

⑴
の
条
件
及
び
⑵
の
期
間 

 
⑴ 

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
条
件 

 

⑵ 

当
該
申
請
を
行

た
日
か
ら
起
算
し
て
二
百
四
十
日
が
経
過
す
る

ま
で
の
間

評
価
に
当
た

て
他
の
事
項
と
一
体
的
な
検
討
を
要
す

る
技
術
を
活
用
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
に
あ

て
は

保
険
適

用
を
希
望
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
が
経
過
す
る
ま
で
の
間

で

あ

て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間 

 

 

第
二
条 

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法

第
六
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
は

次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る

 

第
二
条 

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法

第
六
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
は

次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る

 

一

十
一 

略

 

一

十
一 

略

 

十
二 

主
と
し
て
患
者
が
操
作
等
を
行
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
医
療
機
器
で
あ

て

保
険
適
用
期
間
の
終
了
後
に
お
い
て
患
者
の
希
望
に
基
づ
き
使
用
す
る

こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
使
用 

新
設

 

 

十
三 

間
歇け

つ

ス
キ

ン
式
持
続
血
糖
測
定
器
の
使
用

診
療
報
酬
の
算
定
方

法
に
掲
げ
る
療
養
と
し
て
の
使
用
を
除
く

 

新
設

 

十
四 

医
療
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い

患
者
の
都
合
に
よ
る
精
子

の
凍
結
又
は
融
解 

新
設
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厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養

患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養 

令
和
六
年
十
月
一
日
適
用

 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

第
二
条 
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法

第
六
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
は

次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る

 

第
二
条 

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法

第
六
十
四
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
は

次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る

 

一

十
四 
略

 

一

十
四 

略

 

十
五 

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則

昭
和
三
十
二
年
厚
生

省
令
第
十
六
号

以
下

薬
担
規
則

と
い
う

第
七
条
の
二
に
規
定

す
る
後
発
医
薬
品
の
あ
る
薬
担
規
則
第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
新
医
薬
品

等

昭
和
四
十
二
年
九
月
三
十
日
以
前
の
薬
事
法
の
規
定
に
よ
る
製
造
の

承
認

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

旧
承
認

と
い
う

に
係
る
医
薬
品

で
あ

て

当
該
医
薬
品
と
そ
の
有
効
成
分

分
量

用
法

用
量

効

能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て

医
薬
品

医
療
機
器
等

の
品
質

有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

昭
和
三
十
五

年
法
律
第
百
四
十
五
号

第
十
四
条
又
は
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

製
造
販
売
の
承
認

旧
承
認
を
含
む

が
な
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
も
の

を
含
む

で
あ

て
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
処
方
等
又

は
調
剤
に
係
る
療
養

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
を
除
く

 

新
設
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